
 

○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号

） 

 

（傍線部分は改正部分） 

改    正    案 現        行 

 

第百十六条 促進地区内防災街区整備地区計画に

定められた特定地区防災施設である道が、建築基

準法第六十八条の七第一項に規定する予定道路と

して指定された場合において、次に掲げる条件に

該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域

内にある建築物（その敷地が当該予定道路に接す

るもの又は当該敷地内に当該予定道路があるもの

に限る。）で、当該促進地区内防災街区整備地区

計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁（同法第

二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。）

が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない

と認めて許可したものについては、当該予定道路

を同法第四十二条第一項に規定する道路とみなし

て、同法第四十三条第一項の規定を適用する。 

一・二 略 

２ 略 

 

第百十六条 促進地区内防災街区整備地区計画に

定められた特定地区防災施設である道が、建築基

準法第六十八条の七第一項に規定する予定道路と

して指定された場合において、次に掲げる条件に

該当する促進地区内防災街区整備地区計画の区域

内にある建築物（その敷地が当該予定道路に接す

るもの又は当該敷地内に当該予定道路があるもの

に限る。）で、当該促進地区内防災街区整備地区

計画の内容に適合し、かつ、特定行政庁（同法第

二条第三十三号に規定する特定行政庁をいう。）

が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない

と認めて許可したものについては、当該予定道路

を同法第四十二条第一項に規定する道路とみなし

て、同法第四十三条第一項の規定を適用する。 

一・二 略 

２ 略） 

 


